
 

1 

 
総 

務 

省 
○
財 
務 
省
告
示
第 

 
 

号 

 

経
済
産
業
省 

 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
等
の
促
進
に
関
す
る
指
針
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。 

 
 

令
和 

年 

月 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

総
務
大
臣 

村
上 

誠
一
郎 

 
 

財
務
大
臣 

加
藤 

 

勝
信 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

 

容
治 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
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第
四 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
に
関
す
る
事
項 

 
 

第
三
に
規
定
す
る
意
義
を
踏
ま
え
、
基
本
的
な
方
向
を

実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。 

 

一 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
内
容 

 
 

 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
内
容
は
、
次
の
１

か
ら
14
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

１
～
11 

（
略
） 

 
 

12 

特
定
半
導
体
の
生
産
施
設
に
お
い
て
適
切
に
生
産

が
行
わ
れ
る
よ
う
人
材
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
ま
た
、
次
の
(1)
と
(2)
の
い
ず
れ
も
満
た
す
こ

と
。 

(1) 

原
則
と
し
て
、
半
導
体
人
材
育
成
に
取
り
組
む

第
四 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
に
関
す
る
事
項 

 
 

第
三
に
規
定
す
る
意
義
を
踏
ま
え
、
基
本
的
な
方
向
を

実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。 

 

一 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
内
容 

 
 

 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
内
容
は
、
次
の
１

か
ら
13
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

１
～
11 

（
略
） 

 
 

12 

特
定
半
導
体
の
生
産
施
設
に
お
い
て
適
切
に
生
産

が
行
わ
れ
る
よ
う
人
材
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

  
 



 

3 

産
学
連
携
組
織
に
加
入
し
、
又
は
当
該
組
織
の
活
動

に
参
加
す
る
こ
と
。 

(2) 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
お
け
る

設
備
投
資
を
開
始
し
た
翌
事
業
年
度
か
ら
当
該
計
画

に
お
け
る
設
備
投
資
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
関
係

す
る
教
育
機
関
、
研
究
機
関
又
は
技
術
研
究
組
合
等

と
連
携
し
、
及
び
(1)
に
規
定
す
る
産
学
連
携
組
織

の
半
導
体
人
材
育
成
に
係
る
活
動
に
貢
献
す
る
こ

と
。 

 
 

13 

（
略
） 

 
 

14 

国
際
情
勢
や
市
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に

応
じ
て
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
を
見
直

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

         

13 

（
略
） 

（
新
設
） 
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二 

（
略
） 

 
三 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
促
進
に
当
た
っ
て

配
慮
す
べ
き
事
項 

 
 

１
～
３ 
（
略
） 

 
 

４ 

国
は
、
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
の
認

定
及
び
経
済
産
業
省
関
係
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術

活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
経
済
産
業
省
令
第

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
の

際
に
、
有
識
者
等
の
意
見
も
聴
取
し
た
上
で
、
そ
の

内
容
も
踏
ま
え
て
当
該
計
画
の
適
切
性
及
び
進
捗
状

況
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

（
略
） 

 

三 

特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
の
促
進
に
当
た
っ
て

配
慮
す
べ
き
事
項 

 
 

１
～
３ 

（
略
） 

 
 

（
新
設
） 
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附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和 

年 

月 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

施
行
日
前
に
、
法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に

つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
四
の
三
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

 


